
阿賀野市告示第１２４号 

 阿賀野市高等職業訓練促進給付金等支給要綱の一部を改正する要綱を次のように定め

る。 

  令和６年６月６日 

                        阿賀野市長 加 藤 博 幸  

 

   阿賀野市高等職業訓練促進給付金等支給要綱の一部を改正する要綱 

 阿賀野市高等職業訓練促進給付金等支給要綱（平成２６年阿賀野市告示第１１２号）

の一部を次のように改正する。 

 第１条中「平成１６年」の次に「阿賀野市」を加える。 

 第３条第１号イ中「１年」を「６月」に改め、「見込まれる者であること」の次に「（雇

用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合には、情報関係の講座を受講

する者であること。）」を加える。 

 第４条中第１２号を第１４号とし、第１１号の次に次の２号を加える。 

(１２) シスコシステムズ認定資格 

(１３) ＬＰＩ認定資格 

 第６条の見出し及び同条第１項を次のように改める。 

（事前把握） 

第６条 市長は、６月以上のカリキュラムの修業が予定されている養成機関に在籍する

者（雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合には、情報関係の講

座を受講する者）を対象として、訓練促進給付金の制度について周知するとともに、

受給希望者の事前把握に努めるものとする。 

第６条第２項中「事前相談」を「事前把握」に改め、同条第３項を削る。 

第７条第１号中エを削り、オをエとし、カをオとし、キをカとし、同条第２号中エを

削り、オをエとし、カをオとし、キをカとする。 

別表を次のように改める。 

別表（第５条関係） 

区分 支給基準 支給額 

訓練促進給付金 ア 支給の対象となる期間は、

修業する期間とし、４８月を

上限とする。 

イ 訓練促進給付金の支給を受

け、准看護師養成機関を修了

次に掲げる対象者の区分に応

じ、それぞれに定める額とする。 

ア 対象者及び当該対象者と同

一の世帯に属する者が訓練促

進費の支給を請求する月の属
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する者が、引き続き、看護師

の資格を取得するために、養

成機関で修業する場合には、

通算４８月を超えない範囲で

支給するものとする。 

ウ 月を単位として支給するも

のとし、原則として申請のあ

った日の属する月の分を翌月

の末日から支給するものとす

る。 

エ 以前に訓練促進給付金の支

給を受けた者には支給しない

ものとする。 

する年度(４月から７月まで

に当該訓練促進費の支給を請

求する場合にあっては、前年

度)分の地方税法の規定によ

る市町村民税が課されない者

(市町村(特別区を含む。)の条

例で定めるところにより当該

市町村民税を免除された者を

含むものとし、当該市町村民

税の賦課期日において同法の

施行地に住所を有しない者を

除く。以下同じ。) 月額１０

０，０００円(養成機関におけ

る課程の修了までの期間の最

後の１２月（その期間が１２

月未満であるときは、当該期

間）については、月額１４０，

０００円) 

イ アに掲げる者以外の者 月

額７０，５００円(養成機関に

おける課程の修了までの期間

の最後の１２月（その期間が

１２月未満であるときは、当

該期間）については、月額１

１０，５００円) 

修了支援給付金 ア 修業の修了日を経過した日

以後に支給するものとし、原

則として申請のあった日の属

する月の翌月の末日に支給す

るものとする。この場合にお

いて、訓練促進給付金の支給

を受け、准看護師養成機関を

修了する者が、引き続き、看

次に掲げる対象者の区分に応

じ、それぞれに定める額とする。 

ア 対象者及び当該対象者と同

一の世帯に属する者が修了日

の属する月の属する年度(修

了日の属する月が４月から７

月までの場合にあっては、前

年度)分の地方税法の規定に
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護師の資格を取得するため

に、養成機関で修業する場合

には、原則として看護師養成

機関の修了日を経過した日以

降に修了支援給付金を支給す

るものとする。 

イ 以前に修了支援給付金の支

給を受けた者には支給しない

ものとする。 

よる市町村民税が課されない

者 ５０，０００円 

イ 前号に掲げるもの以外の者 

２５，０００円 

 第１号様式、第３号様式、第４号様式、第６号様式、第８号様式及び第１０号様式を

次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   附 則 

 この告示は、令和６年６月６日から施行し、改正後の阿賀野市高等職業訓練促進給付

金等支給要綱の規定は、令和６年４月１日から適用する。 


